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認定第１号 

 

平成２６年度可茂衛生施設利用組合一般会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 

 

 平成２６年度可茂衛生施設利用組合一般会計歳入歳出決算を、監査委員の 

意見を付けて、別冊のとおり認定に付する。 

 

 

  平成２７年１２月２４日提出 

 

 

        可茂衛生施設利用組合管理者 冨田 成輝   
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議案第４号 

 

平成２７年度可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算（第１号）につ 

いて 

 

 

平成２７年度可茂衛生施設利用組合一般会計補正予算（第１号）を別冊の 

とおり定める。 

 

 

  平成２７年１２月２４日提出 

 

 

              可茂衛生施設利用組合管理者 冨田 成輝 
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議案第５号 

 

可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業者選定委員会設置条例の制 

定について 

 

 

可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業者選定委員会設置条例を次の 

とおり制定する。 

 

 

平成２７年１２月２４日提出 

 

 

 可茂衛生施設利用組合管理者 冨田 成輝  

 

 

記 

 

 

可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業者選定委員会設置条例の制 

定について 

 

可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業者選定委員会設置条例 

 

（設置） 

第１条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成 11 年法律第 117 号）に基づき実施する可茂衛生施設利用組合新火葬

場整備運営事業（以下「本事業」という。）において、事業者を選定するに

あたり、競争性、公平性及び透明性を確保するため、可茂衛生施設利用組

合新火葬場整備運営事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事項） 
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第２条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査又は審議す

る。 

（１）実施方針の策定に関する事項 

（２）事業者選定基準に関する事項 

（３）特定事業の選定に関する事項 

（４）募集要項等の策定に関する事項 

（５）提案書等の審査及び優秀提案の選定に関する事項 

（６）その他本事業の実施に関し必要な事項 

２ 事業者の選定方式として総合評価一般競争入札方式を採用する場合は、

委員会の会議は地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10

の２第４項の規定に基づく学識経験者の意見聴取の手続きを兼ねるものと

する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、事業者選定に必要な学識経験等を有する者のうちから管理者が

委嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、委嘱又は任命した日から本事業に係る事業者の選定が終

了するまでの日とする。 

４ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を総括する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができ

ない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の

決するところによる。 

４ 委員会の会議は非公開とする。ただし、委員会の同意があった場合は、

会議の一部又は全部を公開することができる。 
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５ 委員会における審査の結果は公表する。 

（関係者等の出席） 

第６条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者等を会議に出席させ、

意見の聴取、説明、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。 

（委員の責務） 

第７条 委員は、公正かつ公平に審議を行わなければならない。 

２ 委員は、直接又は間接を問わず、審査事案に関する入札等に参加しては

ならない。 

（秘密の保持） 

第８条 委員及び会議に出席した者は、職務上知りえた情報を第三者に漏ら

してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。ただし、可茂衛

生施設利用組合及び委員会が公表した情報についてはこの限りではない。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、管理者が定める課において処理する。 

２ 可茂衛生施設利用組合が委託したアドバイザー等は、委員会の庶務事務

に携わることができる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

管理者が別に定める。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行後最初に開催する会議は、第５条第１項の規定にかかわ 

らず、管理者がこれを招集する。 
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議案第６号 

 

可茂衛生施設利用組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関す 

る条例の一部を改正する条例について 

 

 

 可茂衛生施設利用組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

  平成２７年１２月２４日提出 

 

 

可茂衛生施設利用組合管理者 冨田 成輝    

 

 

記 

 

 

可茂衛生施設利用組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例 

 

可茂衛生施設利用組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和 53 年 3 月 6 日可茂衛生施設利用組合条例第 1 号）の一部を次のよう

に改正する。 
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附 則（平成  年  月   日組合条例第 2 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

改 正 前 改 正 後 

（重複支給の禁止） 

第 3 条 特別職職員を兼ねる関係市町

村の長に対しては、当該職員として支給

すべき報酬は、支給しない。 

 

 

 

 

別表 

区  分 報 酬 費用弁償 

組合議員 （略） 

（略） 

監査委員 （略） 

 

（重複支給の禁止） 

第 3 条 組合の一般職職員又は組合を

組織する市町村の一般職職員若しくは

特別職職員で常勤のものがこの条例の

適用を受ける特別職の職を兼ねるとき

は、その兼ねる特別職の職員として受け

るべき報酬は、支給しない。 

 

別表 

区  分 報 酬 費用弁償 

組合議員 （略） 

（略） 

監査委員 （略） 

 執行機関

の 附 属 機

関 で あ る

審査会、審

議 会 及 び

調 査 会 等

の 委 員 そ

の 他 の 構

成員 

日額

16,000

円以内で

規則で定

める額 

一般職職員の

7 級の職務に

あるものに支

給する旅費の

例による。 
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議案第７号 

 

  指定管理者の指定について 

 

 

 指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 

  平成２７年１２月２４日提出 

 

 

可茂衛生施設利用組合管理者 冨田 成輝  

 

 

記 

 

 

１ 指定管理者を指定する施設 啓発宿泊研修施設「わくわく体験館」 

 

２ 指定管理者の名称等    可児市広見一丁目１番地 

              一般財団法人 可児市公共施設振興公社 

              理事長 髙木 伸二 

 

３ 指定の期間        平成２８年４月１日から 

              平成３３年３月３１日まで 

 


